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 K-89内視鏡的膵管ステント留置術（胆道ステントセットとの併算定） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、膵疾患に対する内視鏡的膵管ステント留置術の際の胆道ス

テントセットの算定は認められない。 

 ただし、内視鏡的胆道ステント留置術の適応となる傷病名及び内視鏡的

胆道ステント留置術を実施した旨の記載がある場合に限り「内視鏡的膵管

ステント留置術」及び「胆道ステントセット」の併算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 内視鏡的膵管ステント留置術の際に胆道ステントセットは目的外であ

り算定できない。ただし、膵疾患及び内視鏡的胆道ステント留置術の適応

となる傷病名が併記されている場合は、手術料は主たるものとして内視鏡

的膵管ステント留置術のみを算定し、内視鏡的胆道ステント留置術の際に

使用した胆道ステントセットは認められると整理した。 

 ただし、その場合は内視鏡的胆道ステント留置術を実施した旨の記載が

必要である。 

 

※ K-85 と同様の趣旨 

 


